
国　 保
だより

平成２５年１０月２６日から高知県の最低賃金は、１時間６６４円です。

平成２５年秋の火災予防運動
１１月９日（土）～ １５日（金）

　◆３つの習慣
　　　・寝たばこは、絶対しない。

　　　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　　　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　◆４つの対策
　　　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　　　・寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　　　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

　　　・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

　　　■問い合わせ先　消防本部消防課予防係　☎５３－４１７６

消すまでは  心の警報　ＯＮのまま（平成２５年度全国統一防火標語）　

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント　
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証
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発
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ま
す
。
年
末
調
整
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確
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申

告
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
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さ
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。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得

税
お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お

い
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年

の
１
月
か
ら
12
月
末
ま
で
に
納

付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。
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ま
た
、
今
年
10
月
か
ら
12
月

末
ま
で
の
間
に
今
年
初
め
て
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、
来
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の
２
月
上
旬
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な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
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場
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も
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ご
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会
保
険
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控

除
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こ
と
が
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で
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の
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さ
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る
年
金
事
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さ
い
。
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あ
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た
の
会
社
、
労
働
保

険
に
入
っ
て
い
ま
す
か
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一
人
で
も
労
働
者
（
パ
ー

ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
を

雇
っ
た
場
合
、
事
業
主
は
労
働

保
険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
加
入
し
て
い
な
い
事
業

主
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
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次
の
区
域
に
つ
い
て
、
地
籍

調
査
事
業
の
成
果
で
あ
る
地
籍

図
・
地
籍
簿
の
登
記
が
完
了
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
完
了
区
域
】
香
美
市
香
北
町

河
野
の
一
部
（
平
成
22
年
度
香

美
森
林
組
合
調
査
地
区
）

【
完
了
日
】

平
成
25
年
８
月
27
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
設
課　

地
籍
調
査
班

☎
53
・
３
１
１
８
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広報かみ平成２５年１１月号 広報かみ平成２５年１１月号 １２１３

お知らせお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         お知らせお知らせ

月に１回は、住宅用火災警

報器の点検・お手入れを！

国保に加入するとき

◆例えば…

　①会社を退職したとき

　②家族の健康保険の扶養家族でなくなった場

　　合など

◆手続きに必要なもの

　①健康保険資格喪失証明書

　②認め印

※６０歳から６４歳までの方のうち、厚生年金

や共済年金などから、老齢（退職）年金を受け

られる方で、その加入期間が２０年以上、また

は４０歳以降に１０年以上加入していた方は、

退職者医療制度の対象となります。年金証書、

またはねんきん特別便、年金の被保険者記録回

答票をご持参ください。

　次に該当する場合は、１４日以内に届出をしてください。

■問い合わせ先　市民保険課　保険班　☎５３－３１１５

加入・脱退の手続きをお忘れなく

国保を脱退するとき

◆例えば…

　①会社に就職して、職場の健康保険に加入し

　　たとき

　②家族の健康保険の扶養家族になるときなど

　　健康保険の扶養に認定されると、認定月　

　　から国保税がかからなくなります。詳し　

　　くは、事業所または加入している保険者　

　　にお問い合わせください。

◆手続きに必要なもの

　①新しくできた健康保険証

　②国民健康保険被保険者証

　③認め印

　④高齢受給者証（７０歳以上の方）

　⑤限度額認定証等（お持ちの方）
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香
美
市
商
工
会
は
、
今
年
も

香
美in

g

商
品
券
を
販
売
し
ま

す
。
商
品
券
は
市
内
の
香
美

in
g

商
品
券
加
盟
店
で
使
用
で

き
ま
す
。

【
金
額
】
１
セ
ッ
ト
１
万
円

（
商
品
券
額
面
１
万
１
千
円)

【
販
売
日
】
11
月
29
日
（
金
）

・
30
日
（
土
）

※

１
日
千
セ
ッ
ト
販
売
。
一
人

３
セ
ッ
ト
ま
で
。

【
販
売
場
所
】
香
美
市
商
工
会

【
有
効
期
限
】

12
月
１
日
（
日
）
〜
平
成
26
年

２
月
28
日
（
金
）
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10
月
１
日
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
で
す
か
の
乗
継
サ
ー
ビ
ス
が

開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
指
定
の

ポ
イ
ン
ト
で
、
公
共
交
通
機
関

（
電
車
・
バ
ス
）
を
乗
り
継
ぐ

と
運
賃
（
２
乗
車
目
以
降
）
の

割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
㈱
で
す
か
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８
８
・
８
８
２
・
６
３
６
６

広　

告

国
の
教
育
ロ
ー
ン

　

国
の
教
育
ロ
ー
ン
は
、
高

校
・
短
大
・
大
学
・
専
門
学
校

等
に
入
学
・
在
学
す
る
お
子
さ

ん
を
お
持
ち
の
家
庭
を
対
象
と

し
た
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

在
学
中
は
利
息
の
み
の
返
済
が

可
能
で
す
。

【
融
資
額
】
学
生
・
生
徒
１
人

に
つ
き
300
万
円
以
内

【
使
用
使
途
】
入
学
金
・
授
業

料
・
教
科
書
代
・
借
家
の
敷
金

や
家
賃

【
利
率
】
年
２
・
55
％
。
母
子

家
庭
ま
た
は
世
帯
年
収
（
所

得
）
200
万
円
（
122
万
円
）
以
内

の
方
は
年
２
・
15
％
（
固
定
金

利
、
平
成
25
年
７
月
10
日
現

在
）

【
返
済
期
間
】
15
年
以
内

【
返
済
方
法
】
毎
月
元
利
均
等

返
済
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済

も
可
能
）

【
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い
合
わ
せ
先
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タ
ー
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ビ
ダ
イ
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